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尊厳死・安楽死に関する法的・規範的研究

平成21年度国内共同研究

尊厳死・安楽死に関する法的・規範的研究ということで、哲学・倫理学、それから社会
学や経済学を専門とする他の研究者の方々と共同研究を行いました。

【ポスター -1】
一番始めに「研究の背景」という

ところで書かせていただいたのが、
研究を始めるに当たって、もともと
気になっていたところでした。国内
では、終末期医療の意思決定に関わ
る法整備というのがあまり進んでい
ない状況で、臨床の現場では混乱が
生じているということが言われま
す。ここに挙げたのは2000年代以
降、終末期医療の意思決定に関わっ
て、刑事介入の起きた事例です。こ
こに挙げただけでも4件あるわけで
すが、医療者や介護者が患者の人工呼吸器を外して、不起訴までで済んだケースもありま
すけれども、有罪判決が出たというケースもいくつかあります。

問題となるケースは、色々なやり方で区別できるわけですけれども、大きく分ければ、
いわゆる消極的安楽死と積極的安楽死になりまして、国内で特に大きな問題になっている
のは消極的安楽死だと思います。すなわち延命のために必要な治療を中止する、あるいは
始めからしないというような形で患者を死なせる。人工呼吸器であればそれを始めから付
けない、あるいは一度付けてからスイッチを切るといったことが行われてきたわけです。

積極的安楽死についても、1件、2年前にも判決がありました。積極的安楽死では、致
死薬を投与する、例えば塩化カリウムや筋弛緩剤などを注射して、積極的に患者を殺すと
いったことがなされます。

【ポスター -2】
これらの事件を受けて、2000年代の後半に色々な団体がガイドラインをどんどん出し

ました。ここに挙げたのはそのうちの主なものです。
厚生労働省や日本医師会がガイドラインを出しています。ここに挙げたものの他にも、

例えば射水市民病院のように、病院のレベルでガイドラインを出しているところもありま
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す。どんどんガイドラインが出ているわけです。ところが、これらのガイドラインについ
ては、色々な仕方で問題が指摘されています。ひとつは、終末期医療に関するガイドライ
ンなのですが、ものによって終末期の定義を欠いているため使いにくいと言われることが
ある。それから、例えば患者本人の意向が分からないときに誰が決定に関わるのかとい
うことについて、ガイドラインの間
で必ずしも一致していない部分があ
る。

また、積極的な安楽死と消極的な
安楽死については明確に区別してい
るのですけれども、今どうやら現場
で問題になっているのは、中止と差
し控えの間の区別です。初めから治
療をしないということについてはい
いのだけれども、一回開始してし
まったものを途中で止めることにつ
いては、なかなか抵抗感があるとか、
中止したものだけが刑事介入を受け
るというようなことが起きまして、
この間の区別をどのようにつけるの
かということについて、これらのガ
イドラインは触れていないというと
ころが問題として指摘されてきてい
るようです。

【ポスター -3】
これは先に挙げた主なガイドライ

ンの内容を、異同についてまとめた
表になっていますので、ご関心のあ
る方は見ていただければと思いま
す。

【ポスター -4】
研究の目的としては、今回いただ

いた助成金を使って基本的にどうい
うことをしてきたかというと、1年
間に亘って研究会をずっと続けてき
ました。分野も分野ですので共同研
究といっても、全員でひとつの論文
を書くということはなかったもので
すから、研究会をするための費用と、
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それから学会でのワークショップと公開シンポジウムを開くという形でお金を使わせてい
ただきました。

その研究会等々の中で抽出してきた倫理的な問題というのをここに挙げています。終末
期医療に関わる意志決定に関して法整備を進めるために、おそらく検討して有意義だろう
と思われる倫理問題というのを、いくつか挙げさせていただきました。

【ポスター -5】
一つには、作為と不作為の違いを、

概念的にどうすれば明確に区別する
ことができるかということに関し
て、学会で1つワークショップを開
かせていただきました。ここでは共
同研究者を全員入れてやりました。

【ポスター -6】
それからもう一つ、これは私だけ

ではなくて、もう1人の共同研究者
も特に関心を持って研究してきた点
です。実際には国内で死なせること
が許されるのは終末期の患者だけだ
と考えられているわけです。終末期
が何かということは明確ではないの
ですけれども、ここで前提になって
いる考え方のひとつは、QOLが低い
患者だけは死んでも構わないという
考え方です。死ぬことが認められる
のは、治療してもすぐに死ぬことが
確実であるとか、あるいは延命した
としても満足に生活できないという
患者だけであるという考え方だと考
えられます。こうした考え方という
のは、一見すると妥当のように思われるのですが、例えば個人に消極的安楽死を選んで死
ぬ権利があると認めたアメリカの連邦最高裁判所判決についてのコメントなどを読むと、
必ずしもそういう考え方で安楽死が認められているとは考えにくいところもあります。つ
まり、本人の生命の質が低いから殺しても構わないという考え方というよりは、例えばア
メリカなどでは、消極的安楽死についても、どちらかと言うと、本人が自分の人生の一番
大事なことについては自分で決める権利があるから死ぬという選択も認められるべきだと
いう考え方があるようでして、こちらのような考え方でいけば、必ずしも本人のQOLが
低いというようなことは要件に入らないと言われています。

安楽死が正当化できるための要件として患者のQOLが低いことというのを入れるべき
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かどうかということについては例えばシンポジウムの中などで発表させていただいていま
す。

【ポスター -7】
考察の3つ目に差別と書きました

が、これは私が特に関心を持って取
り組んできた問題です。安楽死・尊
厳死の合法化に対する反対意見の一
つとして、「安楽死・尊厳死の合法
化というのは病人や障害者や高齢者
に対する差別的な価値観を前提にし
ているのでは」ということがよく言
われます。これはQOLとも少し関
わるのですけれども、結局は「病人
や高齢者の生命というのは価値が低
いから死なせてもいいけれども、健
常者は死なせてはならない」という考え方があるのでないかということが言われてきたわ
けです。例えば障害者運動をずっとやってきた方が、こういう主張の論文を書いているの
ですが、「それほど病状の重くない人が『死なせて欲しい』と言っても、そんなこと言う
のは、『鬱だから』と言って聞き入れられないのに、例えば障害者が『死にたい』と言うと、

『死にたくて当然だ』と言って聞き入れられてしまう」。そのことが問題だと言われていま
す。こういったタイプの議論に対しては反論もあって、その反論が正しいかどうか検討し
て、論文などの形で発表してきました。

【ポスター -8】（ポスターのみ掲載）
【ポスター -9】（ポスターのみ掲載）
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質疑応答

宇都木：　そもそもガイドラインが不十分であるということから出発をされましたが、検
討の中身についてはご報告がなかったですね。ですからちょっと分かりにくいの
ですが、結論的には、法制度の整備と今回研究というのはどんな結びつきになる
のでしょうか。

　有馬：　実際のところ、例えば作為・不作為の線引き問題についてワークショップをやっ
てみても、本当に論点が無数に出てきて、ここで線が引けるんだという結論まで
行くことができなかったというのが実際です。あるいはまた、差別のところで言
えるとすれば、安楽死・尊厳死を合法化するべきであるとして、その時の正当化
の考え方として、例えばアメリカ式の自由主義のような考え方でやるのは少し無
理があるのではないか。そういったすごく限定的な結論が出たといったところで
とりあえず終わっています。今後も研究を続けて行きたいと思っております。

宇都木：　私は、アメリカ方式ではちょっと無理ではないかと思います。これは日本の特
殊性ということですか？

　有馬：　文化的なというよりは…。これはアメリカ式と言ってしまうと非常に語弊があ
りますね。実際にはアメリカで何人かの非常に有名な研究者、例えば、ドウォー
キンとかブロックといった研究者が展開している議論になるわけですけれども、
それに対して、先ほど述べた差別的な価値観を前提にしているのではないかとい
う批判も出てきました。そういう批判はある程度的を射ているところがあるので
はないか、というのが今のところの結論といえば結論になるかもしれません。

宇都木：　問題は難しくなる一方だということですね。

　会場：　オランダでは安楽死は認められていますね。あとヨーロッパのカトリックの国
の比較はなされているのですか。

　有馬：　特にそれほど比較ということはやっていないのですが、イギリスで、2002年
に消極的安楽死に関するガイドラインが1つ出ました。このガイドラインについ
て、ある障害のある人が、それに則った形で治療中止が認められるとすると、一
部の障害者の生きる権利が奪われかねないとする懸念を表明し、ガイドラインの
合法性が裁判で争われました。この事例について共同研究者と検討し、論文にし
ています。

 　ただし、共同研究者全員のバックグラウンドが、文化的な比較というアプロー
チにはあまり向いていませんでしたので、文化比較という形にはなりませんでし
た。
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